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２．５初動期段階の評価会議 

 

コアメンバー会議で決定した対応方針の実施状況や、対応により高齢者の安全確保 

 がなされたかどうかを評価する為、初動段階のあらかじめ設定された日付で評価会議 

 を開催します。 

初動期段階の評価会議では、次の対応段階のための情報収集の必要性も検討します。 

 

初動期段階における目標や対応方法の変更の必要性を検討するための確認事項例 

〇高齢者 

・高齢者の生命や身体の危険が回避されているか。 

・対応方針に基づく対応を受け入れているか。介入拒否などにより、対応は実施できて 

いない状況にないか。 

・虐待の一時的な解消が図られているか。 

・新たに緊急に対応すべきリスクや市町村権限の発動の必要性などが生じていないか。 

・対応を行った結果、又は別の要因が発生したことにより、高齢者の意向、生活状況に 

悪化（変化）が見られていないか。 

〇養護者 

・高齢者に対する虐待行為が継続する状況にないか。 

・対応方針に基づく対応を受け入れているか。介入拒否などにより、対応を実施できない 

状況にないか。 

・対応を行った結果、又は別の要因が発生したことにより、養護者の意向、生活状況に 

悪化（変化）が見られていないか。 

〇その他の家族 

・他の家族の関わりによって、虐待の一時的解消が図られているか。新たな課題が生じて 

いないか。 

・家族全体の状況や生活に変化が見られ、対応が必要な状況となっていないか。 

〇関係者（近隣・地域住民等の関係を含む） 

・関係者の関わりによって、虐待の一時的解消が図られているか。新たな課題が生じて 

いないか。 

・関係者の関わりを拒否し、対応が行えない状況になっていないか。 

出典：社団法人 日本社会福祉士会、市町村・地域包括支援センター・都道府県のための 

養護者による高齢者虐待の手引き、2011、Ｐ78. 
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２．６情報収集と虐待発生要因・課題の整理 

 

初動期段階の評価会議の結果、虐待状況や要因、高齢者や養護者等の状況をアセス 

メントした結果をもとに、虐待対応計画を作成し、具体的な虐待要因（リスク）の解消 

に必要な支援を行います。この際も、情報提供の求めを受けた関係機関等（高齢者虐待 

対応協力者）は第９条第１項に基づいて高齢者等の個人情報を提供することが可能です 

（個人情報保護法第２７条第１項第１号、第６９条第１項等）。 

 

１）対応段階における情報収集と整理 

虐待発生要因の明確化と、高齢者が安心して生活を送るための環境整備に向けた課題 

 やニーズの明確化を目的として情報収集を行います（初動期段階の事実確認とは目的が 

 異なる点に注意してください）。 

 

２）虐待発生要因の明確化 

虐待は、個々の虐待発生リスクが高齢者と養護者、家族関係、近隣・地域住民等との 

関係、地域の社会資源との関係など、それぞれの関係性の中で相互に作用しあって発生 

するものであることから、まずは収集した個々の情報から虐待発生のリスクを探り、 

次にそれらの相互の関係性をみることで、虐待の発生の要因を明確にすることで、虐待 

解消に向けた課題が明らかになります。 

 

３）高齢者が安心して生活を送るための環境整備に向けた課題やニーズの明確化 

虐待発生要因を特定し、虐待が解消に至った場合、高齢者の安心した生活に向けて 

他に必要な対応課題やニーズはないかどうかを見極める必要があります。その際、 

高齢者の意思や希望、養護者、家族の意向について丁寧に把握することが重要に 

なります。 

また、高齢者と養護者、家族の関係性、近隣・地域住民や地域の社会資源等の情報 

 についても、再度、高齢者が安心して生活を送るための環境整備に向けた可能性や課題 

 といった視点から整理・分析することが重要です。そのうえで、どのような形態での 

虐待対応の終結が可能かについて、虐待対応ケース会議で検討し、終結まで計画的な 

支援を行います。 
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出典：社団法人 日本社会福祉士会、市町村・地域包括支援センター・都道府県のための 

養護者による高齢者虐待対応の手引き、2011、Ｐ８４－８５． 

 

ア．継続した見守りと予防的な支援 

市町村の担当職員等による定期的な訪問を継続し、高齢者と養護者等の状況を 

確認・再評価しながら相談に応じ、適切なサービス等の利用を勧めます。 

なお、介護負担による疲れやストレスが虐待の要因となっている例も少なくない 

ため、養護者等に対して相談に応じたり、家族会等への参加を勧めるなど、介護負担 

の軽減を目的とした対応も考えることが必要です。 

 

イ．介護保険サービスの活用（ケアプランの見直し） 

高齢者に対する適切な介護と養護者の介護負担やストレスの軽減を図ることを 

目的に、介護保険サービス等を導入します。 

特に、養護者の負担感が大きい場合には、ショートステイやデイサービスなど、 

養護者が高齢者と距離をとることができ、休息する時間が持てるサービスを積極的 

に利用するよう勧めます。 

ケアプランを見直すことにより、時間をかけて養護者を巻き込みながら状況の 

改善を図ることが効果的な場合もあります。 

 

ウ．介護技術等の情報提供 

養護者に認知症高齢者の介護に対する正確な知識がない場合や、高齢者が重度の 

要介護状態にあり介護負担が大きい場合などは、正確な知識や介護技術に関する 

情報の提供を行います。 

 

エ．専門的な支援 

養護者や家族に障害等があり、養護者自身が支援を必要としているにも 

かかわらず十分な支援や治療を受けられていなかったり、経済的な問題を 

抱えていて債務整理が必要な場合などは、それぞれに適切な対応を図るため、 

専門機関からの支援を導入します。 
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特に、高齢者あるいは養護者に認知症やうつ傾向、閉じこもりなどの症状が 

みられる場合には、専門医療機関への受診へつなげて医療的課題を明らかにする 

ことが重要です。医療的な課題や疾患特性を考慮しない支援は状況を悪化させる 

場合もありますので、高齢者の状態を正確に把握したうえで適切な支援を検討する 

ことが重要です。 
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２. ７対応段階の評価会議 

 

コアメンバー会議によって決定した支援方針に従い取り組むことができたか、課題 

 の解消ができたか、支援機関からの状況の聴取、高齢者や養護者に対する定期的な 

訪問等を通じて虐待を受けた高齢者や養護者等の状況を随時確認し、評価会議にて 

必要に応じて支援方針・対応計画の修正を図ることが重要です。 

 

１）情報の集約・共有 

状況の確認は、虐待事案の主担当者が訪問に行ったり、援助を行う関係機関の職員 

から高齢者や養護者等の状況を把握するなど、関係機関が相互に協力連携しながら 

複数の目によって行うことが重要です。そのため、コアメンバー会議では関係機関に 

よる高齢者や養護者等に関する情報の集約・共有化の方法などについて取り決めを 

しておくことも必要です。なお、高齢者虐待防止法第９条第１項に基づいて、市町村 

や関係機関の間で高齢者や養護者等の個人情報を共有することができます（個人情報 

保護法第２７条第１項第１号、第６９条第１項等）。 

 

２）評価 

市町村は、虐待対応の終結まで定期的に支援方針・対応計画が予定どおり実行でき 

 たか、目標が達成されたか等について評価を行い、支援方針・対応計画の見直しなど 

 をコアメンバー会議において繰り返します。 

 

３）対応段階における再評価 

対応段階における再評価では、支援の調整について、対応の終結を見据えて行い、 

虐待発生要因のアプローチが適切に行われているのかの観点でも評価していく必要が 

あります。 

対応段階におけるアセスメント・支援方針・計画修正のポイントの参考を次に 

示します。 
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対応段階における目標や対応方法の変更の必要性を検討するための確認事項例 

 

〇高齢者 

・虐待の発生要因、虐待解消に向けた課題が解消したか。何を根拠としてそう言えるのか。 

・対応を行った結果、虐待解消に向けた新たな課題が生じていないか。 

・虐待を再発させる要因や可能性が残されていないか。 

・高齢者の意向を確認しているか。 

・高齢者が安心して生活を送るための環境や体制が構築できているか。 

・高齢者が支援を受け入れる状況にあり、継続した関わりを持てる状況にあるか。 

〇養護者 

・虐待の発生要因、虐待解消に向けた課題が解消したか。何を根拠としてそう言えるのか。 

・対応を行った結果、養護者に新たな課題が生じていないか。 

・虐待を再発させる要因や可能性が残されていないか。 

・虐待を解消していくために、養護者支援の必要性が生じていないか。 

・養護者の意向を確認しているか。 

・養護者の状況や生活に改善が見られているかどうか。 

・養護者が支援を受け入れる状況にあり、継続した関わりを持てる状況にあるか。 

〇その他の家族 

・他の家族の関わりによって、虐待の解消が図られる状況にあるか。 

・他の家族の関わりによって、高齢者が安心して生活を送るための環境や体制が構築できて 

いるか。 

・対応を行った結果、家族全体の状況や生活に改善が見られているか。 

〇関係者（近隣・地域住民等の関係を含む） 

・関係者の関わりによって、虐待の解消が図れる状況にあるか。 

・関係者の関わりによって、高齢者が安心して生活を送るための環境や体制が構築できて 

いるか。 

・対応を行った結果、家族全体の状況や生活に改善が見られているか。 

 

出典：社団法人 日本社会福祉士会、市町村・地域包括支援センター・都道府県のための 

養護者による高齢者虐待の手引き、2011、Ｐ109. 
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２. ８最終段階 

 

虐待対応の終結は、評価会議において判断します。 

虐待発生要因へのアプローチにより、虐待が解消されたこと及び高齢者が安心して 

生活を送るために必要な環境が整い、その状態が一定期間継続していることが確認 

できた後、終結の判断がなされます。 

出典：社団法人 日本社会福祉士会、市町村・地域包括支援センター・都道府県のための 

養護者による高齢者虐待の手引き、2011、Ｐ112-113. 

 

虐待対応の終結のためには、「虐待の発生要因の軽減等により高齢者の安全が確認 

できる項目が増え、高齢者の安全の確保が継続され、高齢者が安心して生活を送れて 

いる状態」を確認できることが必要となります。 

具体的には、 

・高齢者が施設に入所することとなり、高齢者の生活が安定した場合 

・虐待の発生要因の軽減等と再発防止のための支援体制が整い、在宅生活の再開 

 や継続をする場合 

・高齢者が死亡した場合 

などが想定されます。 

虐待対応中、あるいは終結後の権利擁護業務としての対応等において、養護者と 

同居・別居にかかわらず、高齢者と養護者との関係性を再構築する支援も大切であり、 

高齢者と養護者の関係性の再構築において、養護者を支援するにあたり、養護者支援 

を担う関係機関との連携が大切となります。ついては、終結を判断する評価会議に 

おいて、養護者支援を担う関係機関の役割や情報共有の方法等を確認します。虐待 

対応として関わる前の状態に戻ることがないよう、サービスや関係者の関りを増やし、 

高齢者と養護者の支援体制の構築や適切な関与が虐待対応の終結の目安となります。 

しかし、これは虐待対応としての終結の目安であり、高齢者や家族との関りが終了 

するわけではありません。高齢者が住み慣れた地域で安心して尊厳ある生活を送る 

権利を保障するために、必要に応じて、権利擁護対応や包括的・継続的ケアマネジ 

メント支援を行う必要があります。その場合、地域包括支援センターの関与の検討、 

関係機関との連絡体制の構築を意識して、適切な関与、引き継ぎを行います。 


